
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
国の新たな補助制度「品目横断的経営安

定対策」の加入促進に向け、当ＪＡとして

は昨年の秋まき麦の加入申請（９月～１１

月）の時に、申請手続きで苦労した結果を

踏まえ、１９年４月から始まる米・大豆の

加入推進に当たっては、昨年より関係機関

が一丸となり認定農業者・担い手一覧を作

成し、個別担い手育成については認定農業

者へ誘導してきました。特に米・大豆の加

入申請については申請期間が４月～６月末

までと、農作業繁忙期に重なることや、農

家にとっては初めての手続きであること等

から早めに申込書類を整えておく必要があ

ることから、２月には関係機関による加入

申込書作成説明会準備会議を開催し、役割

分担を決めました。管内の認定農業者は現

在６３４名ですが、加入要件を満たす農家

は約４３０名でおります。第一回目の加入

説明会を市町村毎に６会場にて３月７日よ

り開催しました。制度の説明と同時に加入

申請書の書き方については、農政事務所に

御願いしプロジェクタ－を使用し、参加者

に説明するとともに、その場で記入してい

ただきました。欠席者への対応としては４

月より２回目の加入申請説明会を開催しま

した。対象者は各営農経済課に申請書を提

出していただき、本店でとりまとめ、チェ

ックをし毎月上旬、下旬 2 回に分けて農政

事務所に提出してきました。その結果、５

月末の加入者数は１９０名となりました。

フォロ－として今年から営農相談員（ＪＡ

のＯＢ3 名）による推進体制をとっていま

す。６月の重点加入対象は特定農業団体等

集落組織、所得特例者を中心に加入申請を

とりまとめます。また、集落営農支援策と

してはＪＡ福島中央会からの集落営農・担

い手づくり支援活動推進事業を活用しなが

ら１９年度モデル集落２９を設置し経理一

元化システムに向けて指導しております。 
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（写真）品目横断手続きの説明会風景 
 
 

ＪＡグループ福島県域営農センター・福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 
（福島市飯坂町平野字三枚長１－１ ℡ ０２４－５５４－３０７２ Ｆａｘ０２４－５５４－６０２２） 

http://www.fs-suishin.jp/04_doc/04_vision.html 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


